
Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(クラウド/サーバー)  【現改比較表】 2023年8月29日現在 

～2023年9月28日 2023年9月29日～ 

 

Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(クラウド/サーバー) Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(クラウド/サーバー) 

第1章～第4章 (略) 第1章～第4章 (略) 

別紙1ハイパーバイザー 別紙1ハイパーバイザー 

1 メニュー一覧 1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) vSphere (略) 

(2) Hyper-V (略) 

(3) VMware Cloud Foun

dation 

VMwareが提供する VMware Cloud Foundationに係

るソフトウェア及びライセンスをSDPFサービス（クラ

ウド/サーバー）で利用するベアメタルホスト・仮想化

環境が一元管理されたVMware環境として提供する

もの 
 

メニュー 内容 

(1) vSphere (略) 

(2) Hyper-V (略) 

 

2 各メニュー等の提供条件等 2 各メニュー等の提供条件等 

(1)～(2) (略) (1)～(2) (略) 

(3) VMware Cloud Foundation  

A 提供条件等 

(A) SDPFサービス（クラウド/サーバー）上で、契約者が本メニューに係るサー

バー及び仮想環境を構成するソフトウェアを提供します。 

(B) 当社は、１のサーバー及びソフトウェアにつき、１の本メニューを提供する

ものとします。 

(C) 当社は、契約者による本メニューの申込を承諾した時点で、本メニューの

サービス提供に必要となるサーバーの調達および構築の手配を行うことから、

当社が本メニューの申込を承諾した時点から契約者に本メニューのサービス

を提供するまでの間（以下、「提供準備期間」といいます。）に契約者による本

メニューの契約の解除があった場合は、契約者は料金表に規定する月額固定

費用を取消料として当社が定める期限までに一括して支払うものとします。 

(D) 本メニューの利用には、本規約に加えて、VMwareエンド ユーザー使用許

諾契約書が適用されるものとします。VMware エンド ユーザー使用許諾契約

書の閲覧にあたっては、VMwareの以下のWebサイトを確認ください。なお、以

下のVMware エンド ユーザー使用許諾契約書に変更があった場合は、その変

更されたものが適用されるものとします。（英語）https://www.vmware.com/do

wnload/eula/esxi50_eula.html 

(E) VMware Cloud Foundationの利用については、本規約の定めに加え、VMw

are エンド ユーザー使用許諾契約書が適用されるものとします。VMware エン

ド ユーザー使用許諾契約書の閲覧にあたっては、VMwareの以下のWebサイ

トを確認ください。なお、以下のVMware エンド ユーザー使用許諾契約書に変

更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。（英語）htt

ps://www.vmware.com/download/eula/universal_eula.html 

(F) 契約者は、本メニューの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a vSphereESXi等をSDPFサービス（クラウド/サーバー）以外の環境で利用す

ること。 

b vSphere ESXi等を当社に申告したSDPFサービス（クラウド/サーバー）のテ

ナント以外のテナントで利用すること。 

c vSphere ESXi 等の利用のために当社が提供するvSphere ESXi等のライセ

ンスコードを、SDPFサービス（クラウド/サーバー）vSphere ESXi等メニュー以

外において利用すること。 

d vSphere ESXi 等の利用のために当社が提供するvSphere ESXi等のライセ

ンスコードを、vSphere ESXi等メニューの利用期間終了後又はSDPFサービス

の契約期間終了後に利用すること。 

(G) 契約者は、当社が提供する本メニューのライセンスコードの導入につい

て、全ての責任を負うものとします。当社は本メニューのライセンスコードの導

入及び本メニューの利用により生じる全ての損害、または本メニューの故障に

伴うアプリケーションへの損害について、契約者及びVMwareに対して賠償責

任を負わないものとします 

(H) VMwareが本メニューに係る料金（VMware が当社に対して請求するものを

いいます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、本メニューに係る

利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあ

たっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

 

B 料金算定方法 

本メニューに係る提供準備期間に契約の解除があった場合、期間内において

Web料金表に基づき算出される 月額上限料金を当社が定める期限までに一

括して支払うものとします。 

 

 


